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 当該事業の進捗情報等を経済産業省と共有するため、月１回以上の定例会議を実施する。また、必要に応じ
て当該事業以外で実施されている検討会への報告対応を実施する。 

 必要に応じて、web会議等の非参集型で会議を実施する。 
 本検討会について、議事録を作成する。 
 実施内容「３」について、ヒアリング調査の対象は４者程度とし、原則オンラインで実施する。 
 上記の調査結果等を踏まえ、調査報告書として取りまとめる。  
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1.2. IoT 機器による遠隔監視システムの法定点検化に向けた論点整理 
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）では、業務用冷凍・空調機器
の管理者は、3 ヵ月に 1 回以上の簡易点検が義務付けられており、2022 年 8 月の法改正により、IoT 機器による
遠隔監視システムが簡易点検の代替として位置づけられた。 
一方、定期点検においては、現時点で IoT機器による遠隔監視システムが位置付けられておらず、本調査では、定
期点検の内容を整理した上で、IoT機器による遠隔監視システムを位置付ける場合の論点を整理した。 
定期点検については、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が 7.5kW 以上の第一種特定製品について、十分
な知見を有する者が自ら又は立会いによる、１年に１回以上（50kW 未満のエアコンディショナーは３年に１回以
上）直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査などが義務づけられている。 

 
図表 2 定期点検の流れ 

 

出典 業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン 
 
現在の法定点検及び業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン（JRC GL-01）を踏ま
え、論点として、①目視、聴覚による点検の遠隔監視システムへの代替可能性、②直接法の遠隔監視システムへの
代替可能性、③間接法の遠隔監視システムへの代替可能性があると考えられる。以下では、法定点検、ガイドライ
ンの内容、遠隔監視システムへの代替に関する課題等を整理した。 

 
① 目視、聴覚による点検の遠隔監視システムへの代替可能性 
法定点検の項目、ガイドラインで整理されている項目は下表のとおりである。目視、聴覚による点検の意図としては、
故障の予兆、起こりうる可能性の判断であり、またガイドラインで整理された項目については、全てを確認しなければい
けないわけではなく、これらを踏まえて総合的に判断するという位置づけである。 
また、ガイドラインで整理された項目の遠隔監視システムによる代替可能性について、一般社団法人日本冷凍空
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図表 7 空調機器の冷媒漏えいシナリオ（冷媒漏えい量と時間の関係） 

 
出典 NRI 作成 

 
空調機器による消費電力として、複数の運転能力の段階における消費電力が公表されているという理由から、

APF 算出のための評価点である中間冷房中温、最小冷房中温を用いて試算を行った。なお、中間冷房中温は中
温において中間冷房能力を発揮する設定、最小冷房中温は中温において最小冷房能力を発揮する設定を意味す
る。また、これらの数値については、具体的な製品の数値を参考とした。 

 
図表 8 APF2015算出のための評価点 

 
出典 業務用エアコンの APF 表示について（一般社団法人日本冷凍空調工業会） 

 
冷媒が漏えいしていない場合（A）及び漏えいが開始した場合でも遠隔監視システムが検知可能な漏えい率

30%（B）までは、最小冷房中温能力による運転時間の割合が高いと仮定し、試算には最小冷房中温消費電力
を用いた。その後、漏えい率が 30%を超えると中間冷房中温能力による運転時間の割合が高いと仮定し、試算に
は中間冷房中温消費電力を用いた。 
また、冷媒漏えいによる消費電力増加分を試算するため、消費電力と時間の関係を下図に整理した。1 年間をか
けて一定割合で漏えいが継続する仮定を踏まえると、遠隔監視システムが検知可能な漏えい率 30%（B）は漏え
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期発見可能なことから、故障の予兆、起こりうる可能性の判断の重要性は下がると考えられる。この点については、
目視、聴覚による法定点検の効果を検証した上で、位置付けを見直すことが案として考えられる。また、直接法の代
替に関して、遠隔監視システムが漏えい率 30%未満の場合は検知できない点を踏まえると、直接法の検査と遠隔
監視システムによる監視を組み合わせることで、より早期の異常発見が可能になる。 
本年度の検討において、遠隔監視システム導入によりコスト低減、温室効果ガス排出量削減（漏えいありの場合）
が明らかになったことを踏まえ、遠隔監視システムを用いた場合の目視、聴覚による点検の位置付けを見直し、直接
法と遠隔監視システムによる監視を併用する手法を定期点検に位置付けることが案として考えられる。 

 
 

1.5. 次年度の課題 
今年度、冷媒漏えいシナリオについては、仮説を設定して試算を行った。より精緻な試算を行うためには、冷媒漏え
いの頻度、漏えい割合、電力消費量の増加分等について実態に即したデータが必要であり、そのためには実際の機
器を用いた実証試験からデータを入手する必要がある。また、遠隔監視システムや冷凍空調機器の対象機器を拡大
して試算することも必要と考えられる。 
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2. フロン排出量算出モデルの見直し 
2.1. モデルの対象 
フロン排出量算出モデルが対象とする用途は次のとおり。なお、排出量推計の際には、各用途における使用量から
推計されるフロン類の製造時の排出量も対象とする。 

 
図表 14 フロン排出量算出モデルが対象とする用途 
冷媒 自動車用 カーエアコン 

家庭用 家庭用ルームエアコン 

業務用 大型冷凍冷蔵機器 遠心式冷凍機、スクリュー冷凍機 

中型冷凍冷蔵機器 冷凍冷蔵ユニット、コンデンシングユニット、別置形冷凍冷蔵ショ
ーケース、冷凍冷蔵用チリングユニット 

小型冷凍冷蔵機器 内蔵型冷蔵ショーケース、業務用冷凍冷蔵庫、冷水機、製氷
機、除湿機、 

空調機器 店舗用パッケージエアコン、ビル用パッケージエアコン、設備用パッ
ケージエアコン、GHP、空調用チリングユニット 

輸送用 輸送用冷凍冷蔵ユニット 

飲料用自動販売機 飲料用自動販売機 

発泡剤 断熱材用 硬質ウレタンフォーム、押出発泡ポリスチレン、高発泡ポリスチレ
ン、フェノールフォーム 

噴射剤 エアゾール用 エアゾール製品 

定量噴射エアゾール吸入器 

電子部品等洗浄剤・溶剤 

半導体、液晶製造用ガス 

電気絶縁ガス 

マグネシウム製造用カバーガス 

出典 NRI 作成 

 

2.2. 算出モデルの検討 
2.2.1. 算出モデルで用いる数値情報の整理 
現在の排出量の算出モデルは、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワー
キンググループで産業界の自主行動計画の取組状況として公表されている、HFC 等の推計排出量の計算に用いら
れているものとなる。 
基本的に、機器の製造量やガスの使用量といった、いわゆる「活動量」と 1台当たり充填量といった「原単位」、ライ
フサイクル別に設定される「排出係数」を乗じることで計算されている。 
算出モデルに用いられている数値情報は次のとおり整理される。 
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アンケート調査の送付については、全国スーパーマーケット協会のメールマガジンへの掲載（送付先：FAX約700社、
E-mail 約 400 社）に加えて、正会員への売上調査アンケートへの同封（送付先：288 社）により行った。（※メ
ールマガジンと売上調査アンケートの送付先は重複あり）また、メールマガジンの中では、アンケート調査の目的として、
経済産業省において補充用冷媒の需給を把握し、必要に応じて冷媒不足への対策を検討するため、と伝えることで、
混乱を招かない範囲で、冷媒不足に関する意識付けを実施した。 
アンケート調査の回答は 20 社から得られ R-404A、R-134a、R-407C に関して、 前年度と比較して「購入から補
充まで期間が長くなった店舗がある」 や「価格が上昇した店舗がある」 との回答も得られた。詳細な結果は以下に
整理した。 

 
図表 22 冷媒需給実態等に関するアンケート調査結果（R-404A） 

前年度と比較した補充用冷媒の入手に関する状況 

 

前年度と比較した補充用冷媒の購入価格に関する状況 

 

出典 アンケート調査結果から NRI 作成 
 

図表 23 冷媒需給実態等に関するアンケート調査結果（R-134a） 
前年度と比較した補充用冷媒の入手に関する状況 

 

前年度と比較した補充用冷媒の購入価格に関する状況 

 

出典 アンケート調査結果から NRI 作成 
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図表 24 冷媒需給実態等に関するアンケート調査結果（R-407C） 
前年度と比較した補充用冷媒の入手に関する状況 

 

前年度と比較した補充用冷媒の購入価格に関する状況 

 

出典 アンケート調査結果から NRI 作成 
 

3.3. 次年度以降の混乱回避に向けた対策と周知・広報に向けた効果的なアプローチの検討・提案 
アンケート調査の結果から、R-404A、R-134a、R-407C に関して、冷媒不足の予兆と考えられる回答も得られてお
り、混乱回避に向けた対策と周知・広報に向けたアプローチを実施していくことが必要である。 
現在、冷媒不足による混乱を回避するための手段としては、①漏えい防止に関する取組の徹底、②レトロフィットの
推進、③低 GWP・自然冷媒機器への買い替えの促進が挙げられる。 
① 漏えい防止に関する取組の徹底 

補充を回避するという観点から、点検等の漏えい防止に関する取組の徹底が基本的な対策として重要である。 
② レトロフィットの推進 

R-404A に対して R-448A と R-449A 等が、R-134a に対して R-450A 等が、それぞれレトロフィット用冷媒と
して検討/導入が進められている。本件に関しては、レトロフィット用冷媒の安定供給の問題に加え、機器の保
証の問題があり、これについては現在、別途検討が進められている。 

③ 低 GWP・自然冷媒機器への買い替えの促進 
ショーケース(別置形、内蔵型)については、一部の機器で CO2冷媒を使用した製品が上市されており、環境省
の補助金制度が活用され、コンビニエンスストアや大手スーパーマーケットを中心に、導入が進められている。補
助金制度が導入されていることが示している通り、CO2 冷媒を使用した機器は、これまでの機器との比較で、
構造的に高価となる点に留意する必要がある。 
  

なお、混乱回避に向けては、これらの対策をユーザに向けて周知することが必要であるが、事前にユーザにおける冷媒
不足への対策に関連する取組の実態や課題を把握した上で、周知方法、内容を検討した方がより効果的なアプロ
ーチが可能と考えられる。そのため、本年度実施したアンケート調査において、実際に冷媒の入手状況もしくは購入価
格が、昨年度から変化があったと回答した３社へヒアリング調査を実施した。ヒアリング結果は次ページに整理した。 
ヒアリング結果から、既に冷媒不足の予兆が表れている企業においては、自然冷媒や低 GWP 冷媒を使用する機
器への代替や、遠隔監視システムの導入等の漏えい防止に関する取組を検討、実施していることが分かった。ただ、
低 GWP 冷媒を使用する機器の導入が、スーパーマーケットの顧客には訴求しないため、スーパーマーケットとしても優先
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3.4. 今年度の検討結果のまとめ 
今年度実施したアンケート調査では、送付先 FAX約 700社、E-mail約 400社に対して、回答が得られたのは 20
社と回答率は極めて低い結果となった。このことから、機器管理者におけるフロン類冷媒への関心が低いことが改めて
示された。 
今後、周知、広報を検討する上では、フロン類冷媒への関心が低い機器管理者へのアプローチが鍵となる。網羅的
に周知、広報を行うという目的では、今年度と同様に業界団体を通じたアプローチが候補となるが、今年度の回答
率を踏まえると、このアプローチのみでは不十分と考えられる。 
今年度、業界団体との意見交換の中では、スーパーマーケット業界はコスト意識が高く、電気料金等の上昇に敏感
であるという情報が得られた。そのため、「1.3. IoT 機器による遠隔監視システムの法定点検化に向けた設置効果の
評価」の結果は、スーパーマーケット業界の関心も高いと考えられる。 
これらを踏まえて、遠隔監視システムについて、設置効果とあわせて紹介し、その中で、将来の冷媒不足の対策にも
繋がることを伝える、という流れで、フロン類冷媒や冷媒不足の可能性に対する認識を高める方法が効果的な案とし
て考えられる。 
なお、これらを行う手法としては、業界団体を通じての周知に加えて、展示会等のイベント等も対象にして、機器管
理者との接点を増やすことが必要と考えられる。 
また、ヒアリング調査の中で、機器管理者の顧客へ訴求しないことから機器管理者における低GWP冷媒やCO2冷
媒を使用する機器への代替の優先順位が低いことが課題として挙がったため、経済産業省のホームページ等で広く国
民への周知も必要と考えられる。 

 
3.5. 次年度以降の検討課題 
次年度以降、具体的な業界団体の絞り込み、具体的なアプローチ方法に関する業界団体への相談を実施した上
で、実際の周知、広報の実施が必要である。また、実施した結果も把握できると、その後、より効果的なアプローチの
検討にも繋がると考えられる。なお、冷媒不足の懸念については、ユーザの混乱を招かないよう伝え方には留意する必
要があると考えられる。 

  








